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１.理念・基本方針 
【計画内容】(就労移行支援・就労継続支援 B 型共通) 

(理念)  

令和２年度「地域での共生と自己実現」 

・ 障害の有無にかかわらず、不要な制限を受けずに自分らしく生活していくことができるよ

うに支援します。また、自分の能力を活用し、働くことなどを通して地域に貢献し、認めら

れることで自己の成長を意識できる事業所を目指します。 

 

(基本方針) 

① あたりまえのように地域で生活する（自己決定・自己実現） 

② 一人ひとりを大切にする（個人の尊厳） 

③ 前向きな変化を受け入れる（成長） 

安心して利用・仕事をするためには、安心して自分の力を発揮する環境が必要である。一

人ひとりが事業所の中で役割をもち、認め合うことで自信をもつことができる。 

令和元年度に就労継続支援Ｂ型サービスがスタートし、さらなる成長・発展をとげるために

は、これまでのサービス展開に加え、積極的に新しいものを受け入れる必要があると考える。 

【考察】(就労移行支援・就労継続支援Ｂ型共通) 

・ 感染症の影響が猛威を振るう中で、利用者・職員が自覚と役割を持つことでだれも感

染することなく、1 年の活動を行うことができた。また、困難な状況下で職員が入れ替わ

ることなく支援に取り組めたことで理念や基本方針に即した支援や活動ができた。 

 

2.重点目標 
【計画内容】(就労移行支援・就労継続支援Ｂ型共通) 

① 個々の目標にあわせた支援 

② 支援方針、情報の共有 

③ 安心して利用・仕事ができる環境の構築 

④ 支援技術の強化 

⑤ 利用定員(就労移行支援１０名・就労継続支援１０名)の充足と、維持。 

・ 新しく入職した職員がいるなかでは、職員間の連携や協力が不可欠である。個々の目

標や方向性を確認し、協力して支援に当たる必要がある。また、安心して目標に向かう

ためには、過度な負担や不安のない環境が必要である。安定した稼働による運営の強

化、職員が互いに認め合い、自然に助け合う環境を整える。 

【考察】(就労移行支援・就労継続支援Ｂ型共通) 

・ 感染予防の影響から、通常の活動が行えない期間もあったが、個々に考え、話し合い、

協力しながらひとつひとつの課題に取り組んだことにより、新しい状況下での支援継続の

かたちをつくることができた。常に利用者や他の職員を意識しながら努力を続けた結果と
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いえる。 

 

3.稼働（利用）目標 
【計画内容】（就労移行支援）    

（基本報酬および加算体制）   

定員区分 20 名以下（定員 10 名） 

サービス提供時間 10：00～16：00 

・ 基本報酬（就労移行支援サービス費Ⅰ 567 単位） 

※ 就労後 6 か月以上定着者数 1 割以上 2 割未満 

・ 加算体制 

福祉職員配置等加算Ⅰ 10 単位（1 日につき）  

就労支援関係研修修了加算 6 単位〈1 日につき〉 

移行準備支援体制加算Ⅱ  100 単位（活動 1 日につき） 

初期加算 30 単位（利用開始日より 30 日間を限度として 1 日につき）  

欠席時対応加算 1 回につき 94 単位（月 4 回まで）  

福祉介護職員処遇改善加算Ⅱ １月につき 所定単位数の 2.1％ 

福祉介護職員特定処遇改善加算Ⅰ 1 月につき 所定単位数の 2.0％ 

・ 稼働目標 利用定員の 70％以上(７名以上) 

地域区分 横浜市 2 級地  10.94 円／単位  

１名あたりの日額収入目安  8,500 円  

月間平均目標額  1,190,000 円   年間目標額 14,280,000 円 

 

 

【考察】（就労移行支援） 

前年度平均利用 5.9  今年度平均利用 5.1 

・ 感染予防対策による利用や活動の一部制限により、利用を控える方が見られたこと、

新規利用に向けた活動を一定期間、控えた事により、前年度から平均稼働を落とす

結果となった。また、一部、該当しない加算を届け出ていたことで、返戻の対象となり、

収入も減少した。 

・ 年度後半には、新規利用も複数あり、稼働や収入に改善の傾向が見えた。 

 

（稼働向上計画） 

【計画内容】就労移行支援 

① 近隣区、施設への訪問 定期的な登録状況の確認 

② 相談支援事業所との積極的連携、登録状況等の照会・確認 

③ 養護学校、近隣専門学校、高専学校などの教育機関を対象に見学会の開催、パンフ

レットを送付 
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④ 地域自立支援協議会等会議への出席、行事参加を通じた連携強化 

⑤ 就労支援機関（就労支援センター、ハローワークなど）への事業紹介 

⑥ ホームページなどの媒体を活用した活動紹介 

⑦ 就労者の確保、半年以上の定着者確保〈2 名以上〉 

※ 報酬単価については、前年の就労定着実績（半年以上）が翌年の基本報酬の算

定となるため。 

就労移行支援が利用から 2 年間で就労を目指すという原則があることにより、各支援

機関が利用者の紹介に慎重になるという傾向がみられる。また、近隣区では就労移行

支援をはじめとした一般就労に向けた支援機関が増加している。 

法人内の他事業所との連携に加え、地域のイベントなどに参加し、積極的に広報を行

うことで、利用者の獲得をはかる。 

【考察】就労移行支援 

関係機関等に地道な広報活動や登録状況の連絡を行ったことで、見学・実習につ

なげることができた。また、ホームページを更新したことにより、問い合わせや相談件数が

増加した。 

感染拡大の影響で、就職が困難になってしまったケースや雇用縮小などによる離職な

どもあり、相談を利用につなげることができた。引き続き、上記の活動を継続し、安定的

な運営を目指す。 

【計画内容】 

就労継続支援Ｂ型 

（基本報酬および加算体制）      

定員区分 20 名以下（定員 10 名） 

サービス提供時間 9：00～16：00 

基本報酬（就労継続支援サービス費Ⅰ 649 単位） 

※ 平均工賃月額 4 万 5 千円以上  

・ 加算体制 

就労移行支援体制加算Ⅰ 定員 20 名以下 42 単位 （1 人 1 日につき） 

福祉職員配置等加算Ⅰ 10 単位（1 人 1 日につき）  

※ 常勤職員の有資格者割合 35％以上 

施設外就労加算  100 単位（活動 1 日につき） 

初期加算 30 単位（利用開始日より 30 日間を限度として 1 日につき）  

欠席時対応加算 1 回につき 94 単位（月 4 回まで）  

福祉介護職員処遇改善加算Ⅱ １月につき 所定単位数の 2.1％ 

福祉介護職員特定処遇改善加算Ⅰ 1 月につき 所定単位数の 2.0％ 

・ 稼働目標 利用定員の 80％以上(８名以上) 

地域区分 横浜市（2 級地） 10.91 円／単位 

１名あたりの日額収入目安 7,400 円 
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月額平均目標額      1,272,800 円  年間目標額 15,273,600 円 

【考察】就労継続支援 B 型 

・ 前年度平均利用 5.6   今年度平均利用者数 7.3 

・ 平均工賃の高さなど、事業所の特色を関係機関や見学希望者に広報したことで登録

利用者が増加、稼働目標には届かなかったが、年間の目標額は概ね達成することがで

きた。感染予防のため、一時、利用を制限した期間もあったが、十分な対策の上で安

心できるサービス提供環境があったことも大きい。 

 

（稼働向上計画） 

① 近隣区、施設への訪問 定期的な登録状況の確認 

② 相談支援事業所との積極的連携、登録状況等の照会・確認 

③ 養護学校、近隣専門学校、教育機関を対象とした見学会の開催、パンフレット送付 

④ 地域自立支援協議会等会議への出席、行事参加を通じた連携強化 

⑤ 就労支援機関（就労支援センター、ハローワークなど）への事業紹介 

⑥ ホームページなどの媒体を活用した、活動紹介。 

⑦ 就労者の確保、半年以上の定着者確保（就労移行支援体制加算算定要件） 

 

・ 区内の就労継続支援Ｂ型施設は、近年増加傾向にあり利用者の確保が困難に

なっている。これまで同様の地域との連携に加え、登録状況や実習受け入れ状況な

ど情報の更新と発信。事業所の特色である高齢者施設内での事業展開や工賃の

安定支給などを積極的に発信していくことで、利用者の獲得と稼働の安定に努める。 

・ 長期的な展望として、利用の対象範囲を広げるため、工賃の安定した支給にむけた

外部受託作業の確保。精神保健福祉分野、発達障がい者分野支援事業所との

積極的な連携から、利用者の受け入れを拡大する。 

【考察】就労継続支援 B 型 

・ 平均工賃の高さや就労実績などの特色を効果的に発信できたことで、就労経験のある

方や将来的な就労を目標とする方を新規の利用者として迎えることができた。ホームペ

ージを更新し、最新の情報や作業場面の紹介を行ったことでも問い合わせが増加。効

果的に利用につなげることができた。 
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4.研修・行事予定【計画内容】 
 

【考察】(就労移行支援・就労継続支援 B 型共通) 

 

 

研修および勉強会については、感染予防対応により時期の変更はあったが、予定の物を実

施することができた。外出を伴う行事については、感染症の影響もあり実施を見送った 

 

  

月 研修内容  行事内容  

4 
個人情報研修 

実施  
 

5 
事業計画 

基本報酬、サービス費勉強会 
実施  

 

6 
虐待防止研修 

実施 防災訓練 
実施 

7 
福祉法令勉強会 

実施 外出訓練（生活訓練） 
未 

8 
事故検討 

実施 就労見学会 
未 

9 
支援・記録勉強会 

実施  
 

10 
精神障がいに関する研修 

実施 合同面接会 
未 

11 
 

 外出訓練（レク） 
未 

12 
知的障がいに関する研修 

実施 忘年会 
未 

1 
 

 防災訓練 
実施 

2 
発達障がいに関する研修・ 

事故検討 
実施  

 

3 
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5.職員体制 
＊ 各事業所の計画人員 

（就労移行支援） 

管理者 1 名（常勤兼務）        

サービス管理責任者 1 名 （常勤兼務） 

生活支援員  常勤 1 名  （兼務）  常勤換算 0.5 

職業指導員  常勤 1 名        常勤換算 1.0 

就労支援員  常勤 1 名        常勤換算 1.0 

（就労継続支援Ｂ型） 

管理者 1 名（常勤兼務）        

サービス管理責任者 1 名 （常勤兼務） 

生活支援員  常勤 1 名 （兼務）   常勤換算 0.5 

職業指導員  常勤 1 名        常勤換算 1.0 

・ 小規模の事業所となるため、役割を限定することなく支援・対応を実施。就

労支援にかかわる外部研修などに積極的に派遣することで専門性の向上を

はかる。 

・ それぞれの職種や業務内容を意識しながら、将来的に専門性を強化できる

よう、サービス管理責任者講習受講に向けた知識と経験の強化をはかる。

福祉関連資格の取得を目指せるよう、情報の公開、環境の調整を行う。 

【考察】（就労移行支援・就労継続支援B型共通） 

・ 年間を通じて、離職や人員の変更なくサービス展開をすることができた。感染予防対

応など、例年にない状況を乗り越えた事で、職員の主体性は向上した。外部機関

の研修などにも積極的に参加。専門的な知識を蓄えることができた。 

 

6.会議、委員会 
【計画内容】(就労移行支援・就労継続支援 B 型共通) 

＊ 各種会議、委員会の開催内容、防災訓練等、各回数、その他 

・ 老健施設内の感染対策、給食、広報の委員会に出席 

・ 避難訓練 年 2 回  6 月：想定  1 月：火災想定 

・ 利用判定会議：利用開始前 

・ 支援計画作成会議：支援計画更新時（利用者ごとおおむね 3 か月に 1 度） 

・ 事故防止、検討委員会 8 月、2 月 

活動の拠点となる、老健恵の杜の会議および委員会の開催に合わせ、実施。 

事業所内での感染対策、衛生管理の研修も実施し、知識の習得もはかる。 

【考察】就労移行支援・就労継続支援B型共通） 

・ 感染症対応や業務の状況により、予定していた時期に行えないことはあったが、所

定の内容、回数で実施することができた。ただ、会議や委員の参加については特定
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の職員のみの参加となってしまった。また、内容等がかたより議論が活発になされなか

った点については、次年度に改善したい。 

 

7.研修（人材育成） 
【計画内容】 

・ 社会福祉関係法令 勉強会  年 2 回 

・ 就労支援関係制度概要勉強会 年 2 回 

・ 援助技術関係研修勉強会   年 2 回 

・ 各職員が持ち回りで資料や勉強会の準備・進行をおこなうことで知識の拡大と業務

遂行の力を強化する。 

・ 社会福祉とりわけ、就労支援にかかわる法令について内部研修を実施、外部での

研修にも積極的に参加。事業所内で共有をはかる。 

・ 就労支援に関連する研修（就労支援基礎研修）への参加を通じ、専門性の強

化をはかる。 

（長期的な展望として） 

・ 法人内には障がい者の就労支援のみならず、多岐に及ぶ事業があるため、高齢者

福祉、子ども子育てに関連する法令等の研修を実施し、将来的に法人を担う人材

を育成・確保したい。 

【考察】 

・ 事業所内での勉強会については計画通り実施することができた。外部で行う勉強会

については、感染予防対応の為、中止または参加を取りやめた。多事業に関する勉

強会については、十分な時間と機会の確保ができなかった。 

 

8.入所（利用者）の支援内容 
【計画内容】 

（就労移行支援） 

・ 就労を希望する 65 歳未満の障がいのある方に対し、生産活動、職場体験、その

他の活動の機会提供や、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練、

求職活動に関する支援、その適性に応じた職場の開拓、また就職後における職場

への定着のために必要な一般相談等就労等に向けた必要な支援を提供する。 

(特色) 

・ 実際に入居者様等がいる場所で清掃などの作業や支援を展開することにより、実際

の就労場面により近い環境で訓練を行うことができる。 

・ 老健恵の杜での作業をおこなうことで、社会性やマナーを意識した訓練、支援を行う

ことで地域のなかで生活する力や社会性を養う。 

・ 清掃やリネン交換など定期的に行うことを必要とする業務を作業の中心とすることで

安定して継続的に作業や訓練の機会を提供する。 
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・ 地域ケアプラザなど公共施設の作業もプログラムの中に盛り込むことで地域への貢献

することの充実感を知り、作業意欲や就労意識を高める。 

・ 本人の強みは伸ばし、苦手な課題には時間をかけて取り組むことで、自信を持って

地域生活や就労が目指せるように支援を展開する。 

【考察】(就労移行支援) 

・ 感染予防対応による一時的な通所の制限はあったが、老健恵の杜等との連携により、

安定的に清掃やマナーを学習、理解する環境を提供することができた。技術や社会性

が向上し、就労意欲や実習場面での対応について学ぶことができた。一方で、活動場

所のルールや十分な安全確認が行えず、備品等の故障、破損などがあった。管理体

制を強化することで安全な活動に努める。 

 

【計画内容】（就労継続支援Ｂ型） 

・ 通常の事業所に雇用されることが困難であって，雇用契約に基づく就労が困難である

者に対して行う就労の機会の提供及び生産活動の機会の提供その他の就労に必要

な知識及び能力向上のため必要な訓練の機会と支援を提供する。 

(特色) 

・ 就労移行支援との多機能事業所であるため、双方の強みを生かしながら、B 型の利

用者にも就労の希望があれば、一般就労に向けた就職活動などの支援を展開する 

・ 作業については、老健恵の杜の清掃やリネン交換を中心に行うことで安定した作業の

量と高い水準での工賃の提供が可能。就労活動への意欲が維持・向上できるように

支援を展開する。 

・ 本人の強みは伸ばし、苦手な課題には時間をかけて取り組むことで、自信を持って地

域生活や就労が目指せるように支援を展開する。 

・ 日常生活にかかわる項目（身だしなみ、言葉遣い、基本的な生活リズムなど）の学

習に取り組むことで、地域の中で生活する力を身に着けられるよう支援を展開する。 

・ 作業以外の余暇活動についても、利用者の意見を反映させながら対応する。仕事と

余暇のバランスやメリハリを考慮し、仕事への集中力と生活に必要な能力の獲得に焦

点をあて、支援を展開する。 

【考察】(就労継続支援 B 型) 

・ 感染予防対応による一時的な活動の制限はあったが、老健恵の杜との連携により、安

定して作業を提供できた。工賃については、通所の自粛や活動時間の短縮などにより

平均の支給額が前年を下回ってしまった。社会性やルールの理解については、活動範

囲の制限などにより、外出等での学習の機会が少なく、十分な理解にはつながらなかっ

た。感染予防対策をとりながら、活動の幅を広げていきたい。 

 

9.苦情解決 
【計画内容】(就労移行支援・就労継続支援B型共通) 
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・ 利用者本人、家族への日々対応を丁寧かつ迅速に行う。 

・ 苦情解決、危機管理・予防対応に関する外部研修への参加および内部勉強会の実

施による情報の共有を行う。 

・ 日々の利用者の様子を確認し、本人の変化や不安を把握することにより、苦情に至る

前に問題をくみ取り未然に防止できる対応をする。 

・ 日頃から、苦情解決、対応を身近にとらえるように日々の支援や対応を検討する機会

を多くすることで、迅速な苦情対応を可能にする。 

【考察】(就労移行支援・就労継続支援B型共通) 

・ 日々の支援の中で、利用者本人・家族・支援機関と対話や状況の把握を行い、課題

や問題の解決、状況の改善を図ることが出来たため、苦情に至る案件は見られなかっ

た。研修等の実施、参加については今年度、十分に行えなかった為、次年度はさらに

計画的に進めていきたい 

 

10.事故防止対策 
【計画内容】（就労移行支援・就労継続支援B型共通） 

・ 日々の作業や活動における安全面の確認を行う。作業や活動に使用する道具や設

備を定期的に点検することで不測の事故を予防する。 

・ 利用者個人の状況や支援課題が事故を引き起こすこともあるため、個別支援計画や

支援内容の検討、対応方法などの検討を重ねることにより、事故防止につなげられるよ

う対応する。必要に応じ 連携機関や他事業所にも情報提供、確認を行う。 

・ 事故報告書、事故につながる可能性のある事象（ヒヤリ・ハット）報告書を有効活用

し、原因分析、対策案等を事業所全員で考え、実施し、事故防止に努める。  

・ 必要に応じて他事業所との連携も応援体制も確認する。 

【考察】就労移行支援・就労継続支援B型共通） 

・ 毎日の作業の前後で点検や確認をおこなう事で、おおよその事故は未然に防ぐことが

出来た。一方で、作業場面の中では、行動範囲の広がりや予見の不足から、建物、

備品、清掃道具などの破損が複数見られた。重大な事故の引き金とならないよう。確

認等の対応を徹底していく。 

 

11.施設設備・保守管理 
【計画内容】就労移行支援・就労継続支援B型共通） 

・ 館内移動時等破損個所等の確認を行い必要に応じ、本部、営繕に報告する  

・ 定期清掃以外の場所も適宜清掃を行うことで、設備等の維持を図る。  

・ 設備等を丁寧に使用することで破損を減らしていく。 

【考察】 

・ 活動中の故障や破損については迅速に連絡し、危険な状態を最小限にとどめることが

できた。備品の丁寧な取り扱いについては引き続き心掛けていきたい。 


